
近畿地区の
店舗において収受する
優待ギフト送料の額を
300円に引上げ（注）
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近畿地区の店舗において収受する優待ギフト送料の額を
300円程度に引き上げることを合意

近畿地区に店舗を
設置する百貨店業者が
近畿地区の店舗において
販売する優待ギフトの
配送分野における
競争を実質的に制限

顧 客

（注） ６社のうちそごう・西武を除く５社は平成２８年中元期から引き上げ，また，そごう・西武は同年歳暮期から引き上げた。
なお，平成２９年７月１９日以降，６社による前記の合意は事実上消滅しているものと認められる。


